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平成 27 年 2 月 6 日 

各  位 

 会 社 名 宝 印 刷 株 式 会 社 

                      代表者名 代表取締役社長 堆 誠一郎 

                         （コード番号 7921 東証第一部） 

                      問合せ先 執行役員総務部長 篠原 正雄 

                            （TEL．03－3971－3101） 

 

会社分割（簡易新設分割）による子会社設立に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 27 年 2 月 6 日開催の当社取締役会において、平成 27 年 3 月 31 日を効力

発生日（予定）として社内組織の制作部仙台制作室に係る事業に関する権利義務を新設分

割（以下、「本分割」）により、新設する仙台宝印刷株式会社に承継させることを決議しま

したのでお知らせします。 

なお、本分割は、当社単独の簡易新設分割であるため、開示事項および内容を一部省略

して開示しております。 

 

記 

 

1. 会社分割の目的 

  当社は、平成26年8月1日に、顧客向けディスクロージャー関連書類の制作業務の効率

化を目的として仙台に制作部仙台制作室を新設しましたが、このたび、経営効率の更な

る向上と事業活動の強化の為に、制作部仙台制作室を発展的に分割し新会社として設立

することといたしました。 

 

2. 会社分割の要旨 

（1）会社分割の日程 

新設分割計画承認取締役会決議日 平成 27 年 2 月 6 日 

  分割期日（効力発生日）     平成 27 年 3 月 31 日（予定） 

※本分割は、会社法第 805 条の規定に基づく簡易分割の要件を満たすため、株主総会

の承認を得ることなく行います。 

 

（2）会社分割の方式 

当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割（簡易新設分割）です。 

 

（3）会社分割に係る割当 

   承継会社は普通株式 200 株を発行し、そのすべてを当社に割り当てます。 
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（4）会社分割の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

   当社は、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

（5）会社分割により増減する資本金 

   本分割による当社の資本金の増減はありません。 

 

（6）承継会社が承継する権利義務 

   承継会社は、本分割に際して当社から制作業務に関する資産、負債、その他の権利

義務および契約上の地位を継承します。 

 

（7）債務履行の見込み 

   当社は、本分割により当社および承継会社が負担すべき債務について、その履行に

問題ないと判断しております。 

 

3. 会社分割の当事会社の概要 

 分割会社 

（平成 26 年 11 月 30 日現在） 

新設会社 

（平成 27 年 3 月 31 日設立予定）

（1）名称 宝印刷株式会社 仙台宝印刷株式会社 

（2）所在地 東京都豊島区高田３丁目 28番地 8

号 

宮城県仙台市宮城野区榴岡 4丁目

2 番地 3 号 仙台ＭＴビル 9 階 

（3）代表者 代表取締役社長 堆 誠一郎 代表取締役社長 加島 英一 

（4）事業内容 ディスクロージャー関連書類の作

成およびコンサルティング 

ディスクロージャー関連書類

の制作 

（5）資本金 2,049,318 千円 26,000 千円（予定） 

（6）設立年月日 昭和 35 年 4 月 15 日 平成 27 年 3 月 31 日（予定） 

（7）発行済株式数 12,936,793 株 200 株（予定） 

（8）決算期 5 月 31 日 5 月 31 日 

（9）従業員 664 名 約 40 名 

（10）大株主およ 

び持株比率 

株式会社みずほ銀行 4.34％ 

株式会社三井住友銀行 3.68％ 

野村正道 2.93％ 

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口） 2.74％ 

宝印刷社員持株会 2.30％ 

宝印刷株式会社 100％ 

（11）分割会社の直前事業年度の財政状況および経営成績（連結） 

決算期 平成 26 年 5 月期 

純資産額（千円） 13,532,772

総資産額（千円） 16,886,893

1 株当たり純資産額（円） 1,136.47
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売上高（千円） 12,645,680

営業利益（千円） 1,286,373

経常利益（千円） 1,465,948

当期純利益（千円） 869,557

1 株当たり当期純利益金額（円） 74.56

 

4. 分割する事業部門の概要 

（1）分割する事業内容 

ディスクロージャー関連書類の制作 

 

（2）分割する事業部門の経営成績 

 制作部仙台制作室は、制作業務を行う社内組織であるため外部売上高はありません。承

継会社は、引き続き当社の制作業務を請け負います。 

 

（3）分割する資産、負債の項目および金額 

 承継会社は、制作部仙台制作室の什器備品等を承継します。 

 

5. 会社分割後の状況 

 本分割による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および決算期の変更

はありません。 

 

6. 業績に与える影響 

 業績に与える影響はありません。 

以上 


